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県立学校管理規則の一部改正について 

 

高校教育課  

 

１ 改正の趣旨 

第三期県立高等学校再編計画に基づき、特色ある学校の設置に伴い、

所要の改正を行うもの。 
 

 

２ 改正の概要 

（１）栃木県立宇都宮東中等教育学校の設置に伴い、関連条項に中等教育学校等

を追加する改正を行う。 

（２）① 栃木県立宇都宮東高等学校を単位制とする改正を行う。 

   ② 栃木県立佐野高等学校を単位制とする改正を行う。 

   ③ 栃木県立矢板東高等学校を単位制とする改正を行う。 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 
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○県立学校管理規則の一部改正 
 
栃木県教育委員会規則第 号                                        

県立学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。              
令和８年３月 日                                        

                        栃木県教育委員会教育長  中  村  千  浩   
県立学校管理規則の一部を改正する規則 

県立学校管理規則（昭和32年栃木県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条の

規定に基づき、県立の中学校、高等学校、中等教

育学校及び特別支援学校（以下「学校」とい

う。）の管理運営の基本的事項について定めるこ

とを目的とする。 

 

（生徒及び幼児定員） 

第４条 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別

支援学校の高等部の生徒並びに特別支援学校の幼

稚部（以下「幼稚部」という。）の幼児の定員に

ついては、別に定める。 

 

（単位の取得の認定） 

第13条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特

別支援学校の高等部（以下「高等学校等」とい

う。）の教育課程における単位の修得の認定は、

学校所定の学習時間の３分の２以上学習した生徒

について、当該教科に属する科目及び総合的な探

究の時間（次項及び第３項において「科目等」と

いう。）の成績を評価して、校長が行う。 

２～４ 略 

 

（卒業又は修了の認定） 

第14条 略 

２ 校長（中等教育学校の校長に限る。）は、前期

課程の所定の教育課程を修了した者について前期

課程の修了を認定する。 

３ 校長は、卒業又は修了を認定した者に対して

は、別記様式４による卒業証書又は修了証書を授

与するものとする。 

 

（中学校又は中等教育学校の入学志願の資格） 

第14条の２ 中学校又は中等教育学校に入学志願を

することのできる者は、小学校若しくはこれに準

ずる学校を卒業見込みの者又はこれと同等以上の

学力があると認められた者とする。 

２ 略 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条の

規定に基づき、県立の中学校、高等学校、中等教

育学校及び特別支援学校（以下「学校」とい

う。）の管理運営の基本的事項について定めるこ

とを目的とする。 

 

（生徒及び幼児定員） 

第４条 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別

支援学校の高等部の生徒並びに特別支援学校の幼

稚部（以下「幼稚部」という。）の幼児の定員に

ついては、別に定める。 

 

（単位の取得の認定） 

第13条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特

別支援学校の高等部（以下「高等学校等」とい

う。）の教育課程における単位の修得の認定は、

学校所定の学習時間の３分の２以上学習した生徒

について、当該教科に属する科目及び総合的な探

究の時間（次項及び第３項において「科目等」と

いう。）の成績を評価して、校長が行う。 

２～４ 略 

 

（卒業の認定） 

第14条 略 

 

 

 

２ 校長は、卒業又は修了を認定した者に対して

は、別記様式４による卒業証書又は修了証書を授

与するものとする。 

 

（中学校入学志願の資格） 

第14条の２ 中学校又は中等教育学校に入学志願を

することのできる者は、小学校若しくはこれに準

ずる学校を卒業見込みの者又はこれと同等以上の

学力があると認められた者とする。 

２ 略 
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（高等学校又は特別支援学校の高等部の入学志願

の資格） 

第15条 高等学校又は特別支援学校の高等部（専攻

科課程を除く。）に入学志願をすることのできる

者は、次のとおりとする。 

(1)～(6) 略 

(7)aその他高等学校又は特別支援学校の高等部に

おいて、中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者 

２ 特別支援学校の高等部（専攻科課程に限る。）

に入学志願をすることのできる者は、高等学校又

はこれに準ずる学校を卒業した者又は卒業見込み

の者とする。 

 

（幼稚部の入学志願の資格） 

第15条の４ 略 

 

（募集等の手続） 

第16条 中学校、あ高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校の高等部の生徒並びに幼稚部の幼児の

募集、選考、選抜及び入学志願の手続等について

は、別に定める。 

 

（編入学） 

第17条 高等学校の全日制の課程又は中等教育学校

の後期課程に編入学を志願する者に対しては、校

長は、当該学年に欠員があり、かつ、その者が相

当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上

の学力があると認められた場合に限り許可するこ

とができる。 

２ 略 

 

（転学、転籍） 

第19条 他の高等学校等又は課程に転学又は転籍を

志望する者は、保護者等と連署の上校長に願い出

てその許可を受けなければならない。 

２ 他の高等学校等又は課程から転学又は転籍を志

望する者に対しては、校長は、教育上支障がない

場合には、その者が履修した単位に応じてこれを

許可することができる。 

 

（在学保証書等書類の提出） 

第20条 中学校に入学を許可された者、高等学校、

中等教育学校又は特別支援学校の高等部に入学又

は転学を許可された者及び幼稚部に入学を許可さ

れた者は、学校所定の書類を校長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 

 

 

（高等学校入学志願の資格） 

 

第15条 高等学校又は特別支援学校の高等部（専攻

科課程を除く。）に入学志願をすることのできる

者は、次のとおりとする。 

(1)～(6) 略 

(7)aその他高等学校又は特別支援学校の高等部に

おいて、中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者 

２ 高等学校の専攻科課程あああああああああああ

に入学志願をすることのできる者は、高等学校又

はこれに準ずる学校を卒業した者又は卒業見込み

の者とする。 

 

（幼稚部入学志願の資格） 

第15条の４ 略 

 

（募集等の手続） 

第16条 中学校及び高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校の高等部の生徒並びに幼稚部の幼児の

募集、選考、選抜及び入学志願の手続等について

は、別に定める。 

 

（編入学） 

第17条 高等学校の全日制の課程又は中等教育学校

の後期課程に編入学を志願する者に対しては、校

長は、当該学年に欠員があり、かつ、その者が相

当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上

の学力があると認められた場合に限り許可するこ

とができる。 

２ 略 

 

（転学、転籍） 

第19条 他の高等学校 又は課程に転学又は転籍を

志望する者は、保護者等と連署の上校長に願い出

てその許可を受けなければならない。 

２ 他の高等学校 又は課程から転学又は転籍を志

望する者に対しては、校長は、教育上支障がない

場合には、その者が履修した単位に応じてこれを

許可することができる。 

 

（在学保証書等書類の提出） 

第20条 中学校に入学を許可された者、高等学校に

中等教育学校又は特別支援学校の高等部に入学又

は転学を許可された者及び幼稚部に入学を許可さ

れた者は、学校所定の書類を校長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 略 
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  第    学年・学級数    学級１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５中学校                        

    

  第    学年・学級数    学級１２３４５６       中学校（中等教育学校前期課程）                        

    

別表第１栃木県立宇都宮東高等学校の項を次のように改める。 

栃木県立宇都宮東高等学校 宇都宮市石井町3360の１ 全日制 男女 普通 普通 単位制 

別表第１栃木県立佐野高等学校の項を次のように改める。 

栃木県立佐野高等学校 佐野市天神町761番地１ 全日制 男女 普通 普通 単位制 

別表第１栃木県立矢板東高等学校の項を次のように改める。 

栃木県立矢板東高等学校 矢板市東町４番８号 

全日制 男女 普通 普通 単位制 

定時制 

（ 夜

間） 

男女 普通 普通 単位制 

別表第１栃木県立さくら清修高等学校の項の次に次のように加える。 

栃木県立宇都宮東中等教育

学校 
宇都宮市石井町3360の１ 

前期 男女    

後期 

全日制 
男女 普通 普通 単位制 

 様式１（その１）中 

「 

 

                                                                                       」 

を 

「 

 

                                                」 

に改め、同様式（その２）中 

「 

 

                                                」 

を 

「 

 

                                                」 

に改める。 

 様式４のへを同様式のチとし、同様式のホを同様式のトとし、同様式のニを同様式のへとし、同様式のハを

同様式のホとし、同様式のロの次に次のように加える。 

（保証人） 

第21条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学

校に対して、中学校、あああ高等学校、中等教育

学校若しくは特別支援学校の高等部の生徒又は幼

稚部の幼児に関する一切の責任を負うことができ

る者でなければならない。 

２ 略 

 

（休学） 

第23条 栃木県立とちぎ学びの夢学園若しくは高等

学校等の生徒又は幼稚部の幼児が心身の故障その

他真にやむを得ない事由により、引き続き２月以

上出席し難いときは、あらかじめ期間を定めて、

保護者等と連署の上、校長に休学を願い出ること

ができる。この場合には、休学の事由を証するに

足りる書類を添えなければならない。 

２・３ 略 

（保証人） 

第21条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学

校に対して、中学校若しくは高等学校、中等教育

学校若しくは特別支援学校の高等部の生徒又は幼

稚部の幼児に関する一切の責任を負うことができ

る者でなければならない。 

２ 略 

 

（休学） 

第23条 栃木県立とちぎ学びの夢学園若しくは高等

学校 の生徒又は幼稚部の幼児が心身の故障その

他真にやむを得ない事由により、引き続き２月以

上出席し難いときは、あらかじめ期間を定めて、

保護者等と連署の上、校長に休学を願い出ること

ができる。この場合には、休学の事由を証するに

足りる書類を添えなければならない。 

２・３ 略 

                                                                                高等学校 
第    学年・学級数    学級 

        

 
第    学年・学級数    学級                       高等学校（中等教育学校後期課程） 
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ニ 中 等 教 育 学 校 後 期 課 程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                                         （高校教育課）  
 
 

修 了 証 書 

氏       名 

生 年 月 日 
 

中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 を 修 了 し た こ と を 証 す る 。 
 

年  月  日 
 

栃 木 県 立 学 校 長 氏    名 印 
 

第   号 

ハ 中 等 教 育 学 校 前 期 課 程 
 

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 縦 三 十 三 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 、 横 四 

十 八 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 と す る 。 

卒 業 証 書 

氏       名 

生 年 月 日 
 

中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た こ と を 証 す る 。 
 

年  月  日 
 

栃 木 県 立 学 校 長 氏    名 印 
 

第   号 

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 縦 三 十 三 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 、 横 四 

十 八 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 と す る 。 
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